
平成 25 年度 高松市連載講座  古代山城 屋嶋城跡から歴史と地域を考える 

第 1 回 屋島・讃岐から瀬戸内・西日本へ 

平成 25 年 6 月 29 日（土） 
＠サンクリスタル高松 3 階 視聴覚ホール 

渋 谷 啓 一（香川県立ミュージアム） 

 
０ はじめに 
 
１ 屋島の地理的位置 
  （１）瀬戸内海  5 つのポイントと 4 つの海域 （地図①） 
      ※関門海峡・芸予水道・備讃瀬戸・淡路島・難波／住吉 
      ※備讃瀬戸の持つ意味 
 
  （２）備讃瀬戸  2 つの軸線 （地図②） 
      ※屋島・女木島・男木島・豊島・直島・児島の軸線  
      ※屋島は軸線の四国側の拠点 
 
  （３）「古・高松湾」 屋島の位置＝瀬戸内海と高松平野を結ぶポイント 
      ※高松平野→讃岐国最多数の郷 （地図③） 
        大内 4 寒川 7 三木 8 山田 11 香川 12 
        阿野 9 鵜足 8 那珂 10 多度 7 三野 7 刈田 6 
      ※陸地化する「古・高松湾」  （史料①） 
 
 
２ 屋島の歴史的位置 

  ☆「遡って見てみる」 
 

（１）豊臣（羽柴）秀吉の四国攻め （史料②・③） 
      ※侵攻軍の内訳 阿波：羽柴秀長／伊予：毛利輝元、小早川隆景 

●讃岐：宇喜多秀家、蜂須賀正勝、黒田孝高、仙石秀久 
        →腹心の 2 名が讃岐侵攻に加わっている。 
      （参考）「北ノ峯ハ分内狭迫ニシテ兵ヲ留ガタキ故ニ南ノ峰ニ移ル、 
          此山ハ上代ノ名城ナレドモ山高シテ戦ヲナスニ用ナシ。」 
 
 



  （２）南北朝の動乱期 
      ※細川定禅の挙兵と、高松頼重との戦い（史料④） 

「矢島ノ麓ニ打寄テ国中ノ勢ヲ催ス処ニ」 
       「宇多津ニ於テ兵船ヲ点ジ、備前ノ児島ニ上テ已ニ京都ニ責上ント仕候。」 
 
  （３）源平合戦 
      ※平家はなぜ屋島に拠ったのか 
       「此屋島の浦は城郭にて候なり」（長門本・南都本『平家物語』） 
      ※一の谷合戦前夜の状況（史料⑤・⑥） 
      ※もう一度、瀬戸内海の海域・ポイントを見てみよう!! 
 
  （４）屋嶋城 
      ※屋島のもつ位置づけ 
      ※天智政権下での位置づけ（史料⑦・⑧） 
 
 
３ おわりに 
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